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目的
○ 海上運送法の適用を受ける船舶等に対し、以下の安全設備について早期搭載を促進。
• 水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せずに乗り移りが可能な改良型救命いかだ等
• 海陸上との間で常時通信できる業務用無線設備（携帯電話を除く）
• 海難発生時に救難信号及び自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置

１．改良型救命いかだ等の導入 ２．業務用無線設備の導入 ３．非常用位置等発信装置の導入
 乗り移り時の落水危険性を軽減する措置が講じ
られた救命いかだ等（改良型救命いかだ等）の
導入

〇 次に掲げる安全設備を導入する事業者に対する補助。

 周囲の複数の船舶等との連絡が可能な
業務用無線設備の導入※

ＶＨＦ無線電話の例

救助機関
(海上保安庁)

救難信号

非常用位置等発信装置改良型救命いかだ等の例 非常用位置等発信装置の例

 浸水時に衛星を通じて救助機関に救難信号を送
るとともに、自船の位置を自動的に連絡する
ことが可能な装置の導入

令和５年４月26日（水）～ 令和６年10月31日（木）
 申請者は、10月末までに申請の上、11月末までに購入を証する書面（領収書等）を提出することで
補助金が交付される。

 業務用無線設備は、令和６年４月１日以降最初の定期的検査（定期検査、中間検査）までに購入した
ものに限る。
（海上運送法の適用を受ける旅客定員12人以下の船舶を除く）

 非常用位置等発信装置は、令和６年４月１日以降最初の定期検査までに購入したものに限る。
（海上運送法の適用を受ける旅客定員12人以下の船舶を除く）

※法定の無線設備として導入する場合には、通信の相手方として、申請者が開設する海岸局又は構成員とされる法人若しくは団体の海岸局が必要
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